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規

則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
四
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
項
の
見
出
し
中
「
東
日
本
大
震
災
」
を
「
災
害
、
猛
暑
、
厳
寒
等
」
に
改
め
、
同
項
中

「
東
日
本
大
震
災
」
を
「
災
害
、
猛
暑
、
厳
寒
等
」
に
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
」
を

「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
四
条
第
一
項
の

項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
表
別
表
第
一

一
の

項
算
定
方
法
の
欄
ハ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一

一

の
項
算
定
方
法

の
欄
ヘ
㈠

熱
使
用
量
（
当
該
熱
供
給
事
業
者
か
ら
供
給
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
）

知
事
が
別
に
定
め
る

方
法
に
よ
り
算
定
し

た
熱
使
用
量

別
表
第
一

一

の
項
算
定
方
法

の
欄
ヘ
㈡
及
び

㈢

電
気
使
用
量
（
当
該
電
気
供
給
事
業
者
か
ら
供
給
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）

知
事
が
別
に
定
め
る

方
法
に
よ
り
算
定
し

た
電
気
使
用
量

別
表
第
一
の
五
備
考
一
㈠
及
び
㈡
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
七
十
九
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。令

和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

図
書
類

指
定
番
号

種
類

名
称
、
号
刊
、
共
通
雑
誌

コ
ー
ド
及
び
発
行
業
者

指
定
理
由

四
三
四
二

雑
誌

Ｂ
Ａ
Ｍ
Ｂ
Ｏ
Ｏ

Ｃ
Ｏ
Ｍ

Ｉ
Ｃ
Ｓ

﹇
Ｑ
ｐ
ａ

ｃ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ

ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
﹈

も
っ
と
！
え
っ
ち
は
週
７

希
望
で
す
っ
！

著
し
く
性
的
感

情
を
刺
激
し
、

青
少
年
の
健
全

な
成
長
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

五
七
六
八
〇－

一
三

株
式
会
社
竹
書
房

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
小
岩

駅
南
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

新
小
岩
駅
南
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

葛
飾
区
新
小
岩
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

葛
飾
区
新
小
岩
一
丁
目
五
十
一
番
十
七
号
第
一
ス
ゴ
ー
ビ
ル
二
階
Ａ
号
室

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
の
ほ
か
、
組
合
が
適
当
と
認
め
る
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
し
、
特
に
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
官
報
等
に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

令
和
四
年
十
二
月
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
一
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、

同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

午
後
一
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
日
本
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
エ
ス
テ
ー
ト

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

細
野

貴
之

㈢

主
た
る
事
務

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
一
番
五
号
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所
の
所
在
地

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
九
四
九
九
八
号

㈤

免
許
年
月
日

平
成
三
十
年
一
月
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

要
措
置
区
域

別
図
の
と
お
り
（
杉
並
区
浜
田
山
四
丁
目
地

内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

原
位
置
封

じ
込
め
又
は
遮
水
工
封
じ
込
め
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
弘
道
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

ひ

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化

合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
入
谷
九
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六

十
九
条
及
び
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17703号）東 京 都 公 報令和4年11月18日（金曜日）７



令和4年11月18日（金曜日）東 京 都 公 報（第17703号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
及
び
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規

則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
十
九
条
並
び
に
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則

第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17703号）東 京 都 公 報令和4年11月18日（金曜日）９

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

四
谷
角
筈

二

変
更
の
区
間

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
七
番
三
地
先

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和4年11月18日（金曜日）東 京 都 公 報（第17703号） １０



（第17703号）東 京 都 公 報令和4年11月18日（金曜日）１１
◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
五

百
六
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
新
宿
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
五

百
七
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
文
京
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年11月18日（金曜日）東 京 都 公 報（第17703号） １２

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第

八
百
六
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
目
黒
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17703号）東 京 都 公 報令和4年11月18日（金曜日）１３
◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示

第
三
百
六
十
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除

す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
板
橋
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
五
百
四
号
に
よ
り
指
定

し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を

解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
千
代
田
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年11月18日（金曜日）東 京 都 公 報（第17703号） １４

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
新
宿
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17703号）東 京 都 公 報令和4年11月18日（金曜日）１５
◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
文
京
区
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ｄ
ｅ
ｌ
ｅ
ｔ
ｅ
Ｃ

二

代
表
者
の
氏
名

小
国

士
朗

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

江
東
区
青
海
一
丁
目
一
番
二
十
号

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
東
京
オ

フ
ィ
ス
タ
ワ
ー
十
二
階

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
九
年
九
月
二
十
一
日
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
特
例
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
特
例
認
定
を
し
た

の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第

二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日



令和4年11月18日（金曜日）東 京 都 公 報（第17703号） １６

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
学
生
社
会
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

二

代
表
者
の
氏
名

真
坂

淳

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
十
二
番
九
号

ス
ズ
エ
・
ア
ン
ド
・
ス
ズ

エ
ビ
ル
六
階

四

特
例
認
定
の
有
効
期
間

令
和
四
年
十
月
三
日
か
ら
令
和
七
年
十
月
二
日
ま
で

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
四
九

四

株
式
会
社

リ
ー
ド
ネ

ッ
ト

藤
野

英
子

調
布
市
小
島

町
三
丁
目
三

十
四
番
地
十

七

令
和
四
年

十
月
三
十

日

一
〇
四
九

五

株
式
会
社

ミ
ヤ
コ

端
山

知
樹

八
王
子
市
泉

町
千
二
百
七

十
二
番
地
二

同
日

一
〇
四
九

六

株
式
会
社

佐
々
木
設

備

堤

幸
雄

埼
玉
県
桶
川

市
西
二
丁
目

六
番
二
号

同
日

一
〇
四
九

七

株
式
会
社

古
澤
設
備

古
澤

潤

神
奈
川
県
横

浜
市
緑
区
東

同
日

本
郷
五
丁
目

五
番
三－

三

四
五
号

一
〇
四
九

八

日
本
ト
レ

ー
サ
ー
ガ

ス
式
漏
水

調
査
修
理

専
門
セ
ン

タ
ー

松
村
江
梨
花

神
奈
川
県
横

浜
市
港
南
区

日
野
南
六
丁

目
三
十
番
七

号

同
日

一
〇
四
九

九

青
木
管
工

青
木

規
至

江
東
区
北
砂

四
丁
目
十
八

番
六
号

同
日

一
〇
五
〇

〇

豊
伸
株
式

会
社

黒
田
美
智
子

埼
玉
県
三
郷

市
後
谷
五
百

四
番
地
四

同
日

一
〇
五
〇

一

髙
瀨
設
備

髙
瀬

鍛

西
東
京
市
新

町
三
丁
目
十

一
番
二
十
四

号

同
日

一
〇
五
〇

二

エ
ム
エ
イ

チ

引
地

恵

清
瀬
市
野
塩

五
丁
目
二
百

八
番
地
二
十

一－

一
〇
六

号

同
日

一
〇
五
〇

三

義
成
総
設

津
田

義
夫

武
蔵
村
山
市

中
央
三
丁
目

十
八
番
七
号

同
日

一
〇
五
〇

四

株
式
会
社

ア
ル
フ
ァ

ー
企
画

北
村

泰
人

埼
玉
県
川
口

市
並
木
二
丁

目
三
十
四
番

地
八

同
日

一
〇
五
〇

五

株
式
会
社

ピ
カ
い
ち

柳
田

将
禎

千
葉
県
長
生

郡
一
宮
町
一

宮
一
万
九
十

五
番
地
二
の

一

同
日

一
〇
五
〇

株
式
会
社

三
浦

住
友

江
東
区
北
砂

同
日

六

プ
ロ
メ
ロ

・
エ
ム

六
丁
目
十
三

番
四
号
志
村

ビ
ル
一
Ｆ

一
〇
五
〇

七

株
式
会
社

ア
ク
ア
テ

ク
ノ

長
田

仁
志

神
奈
川
県
相

模
原
市
南
区

旭
町
八
番
十

二
号

同
日

一
〇
五
〇

八

株
式
会
社

エ
ヴ
ォ
リ

ュ
ー
シ
ョ

ン

知
花

敏
之

葛
飾
区
東
金

町
一
丁
目
二

十
一
番
一
号

篠
田
ビ
ル
三

Ｆ

同
日

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

一
〇
〇
八

八

三
浦
設
備

工
業

三
浦

住
友

江
東
区
南
砂

二
丁
目
二
十

七
番
八－

一

〇
二
号

令
和
四
年

十
月
三
十

日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


